
今後に向けた課題及び
当面重点的に取り組むべき事項

第 4 章

※�本章は、「行動指針」における各主体の取組の構成（総論、就労による経済的自立、健康で豊か
な生活のための時間の確保、多様な働き方の選択）に沿って記載している。
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本章では、第２章で見た仕事と生活の調和の実現に向けた取組及び第３章で見た数値目標設定指標の
動向や仕事と生活の調和の状況を踏まえた上で、国民や労使による自主的な取組と、それを支援する国
や地方公共団体における取組の更なる展開を図り、数値目標を達成するため、今後に向けた課題、及び
課題を踏まえて当面重点的に取り組むべき事項を整理します。
社会全体で仕事と生活の調和の実現に取り組むためには、労使、国、地方公共団体、関係団体、さら

には国民一人ひとりが、それぞれの立場で、ここに掲げた事項等をはじめ、仕事と生活の調和の実現に
向けて、取組を進めていくことが重要です。一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジとして「働
き方改革」が位置付けられており、引き続き、2020年の数値目標に向けた進捗状況に遅れが見られる指
標等について、その改善を図るため、労使はもとより、各主体の取組を支援する国や地方公共団体にお
いても、課題への対応について検討し、仕事と生活の調和の実現に向けた取組を更に加速していきます。

【仕事と生活の調和の必要性についての理解促進】

＜課題＞
我が国は本格的な少子高齢社会を迎え、人口減

少への対応、持続可能な成長の実現など様々な課
題に直面しています。こうした課題に対し、ワー
ク・ライフ・バランスの推進は、国民一人ひとり
のやりがい・充実感の高まりや企業における生産
性等の向上の観点はもちろん、女性、高齢者等多
様な人材が活躍することができ、少子高齢化、人
口減少に直面する我が国社会全体の持続可能性を
高めていく極めて重要なものです。また、一億総
活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジとして
「働き方改革」が位置付けられている中で、ワー
ク・ライフ・バランスを推進し、持続可能な社会
を実現するために、思い切った政策を行わなけれ
ばなりません。

＜取組＞
（１）ニッポン一億総活躍プラン等の実行
「ニッポン一億総活躍プラン」（2016年６月２日
閣議決定）においては、「長時間労働は、仕事と子
育てなどの家庭生活の両立を困難にし、少子化の原
因や、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭
参画を阻む原因」とされています。また、一億総活
躍社会を実現するために、「多様で柔軟な働き方改
革をはじめとして、国民一人ひとりの経済活動・社

会生活に強い影響力がある企業には、積極的な取組
が期待される」とされています。
「成長戦略実行計画」（2019年６月21日閣議決
定）では、第４次産業革命や人口減少など変化が激
しい時代には、企業も個人も、変化に柔軟に対応
し、ショックへの強靱性を高める必要がある。この
ためには、第４次産業革命によってもたらされる分
散化・パーソナル化の力に合わせて、働き方として
も、多様で柔軟な企業組織・文化を広げる必要があ
るとされています。
また、「経済財政運営と改革の基本方針2019」

（2019年６月21日閣議決定）では、一人ひとりの
人材の質を高めるとともに、人生100年時代に向け
て誰もが生きがいを感じてその能力を思う存分に発
揮できる社会を構築するため、「人づくり革命」と
「働き方改革」を推進していくこととされています。
さらに、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦
略」（2019年12月20日閣議決定）では、仕事と子
育ての両立の観点から、育児等と仕事が両立できる
職場環境づくりに取り組む事業主への支援など仕事
と生活の調和の実現に向けた取組や、女性活躍推進
法に基づく一般事業主行動計画の内容周知や企業向
け相談窓口の整備など女性活躍の推進に向けた取組
を推進していくこととされています。
これらを踏まえ、引き続き「憲章」及び「行動指
針」に基づき取組を進めます。（関係省庁）

（２）男性中心型の働き方の見直し
女性の活躍を推進し、男女が共に暮らしやすい社
会の実現を目指すためには、男性の働き方や暮らし
方の見直しが欠かせません。
そのため、長時間勤務や転勤が当然とされている

１．社会的気運の醸成

今後に向けた課題及び当面重点的に取り組むべき事項

Ⅰ　総論
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男性中心の働き方（「男性中心型労働慣行」）等の変
革を全体における共通の課題として冒頭に位置づけ
た第４次男女共同参画基本計画に基づき、必要な取
組を進めることにより、職業生活その他の社会生活
と家庭生活との調和が図られた、男女が共に暮らし
やすい社会を実現し、女性の活躍を推進していくこ
とを目指していきます。（内閣府）

2020年９月までの連合第４次男女平等参画推進
計画に以下の３つの目標を定め、この計画を着実に
実行することにより、男女が対等・平等で人権が尊
重され、役割と責任を分かちあう男女平等参画社会
を構築します。
１．�働きがいのある人間らしい仕事（ディーセン
ト・ワーク）の実現と女性の活躍の促進

２．�仕事と生活の調和
３．�多様な仲間の結集と労働運動の活性化

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
を図るため、男女ともに労働時間などの働き方を見
直すとともに、次世代育成支援対策推進法や女性活
躍推進法などを活用し、男性の育児休業取得促進や
育児、介護、仕事と治療の両立など両立支援制度の
拡充、男女ともに制度を利用できる環境整備を図り
ます。なお、第４次男女平等参画推進計画期間が
2020年９月となっていることから、2020年10月以
降の取組については、2020年度に検討します。（日
本労働組合総連合会）

（３）社会全体への意識喚起の取組
ワーク・ライフ・バランス推進の運動の象徴とし
て11月23日を「ワーク・ライフ・バランスの日」、
この日を中核とする１週間を「ワーク・ライフ・バ
ランス週間」として提唱し、運動全体の社会的な盛
り上がりを図ります。（日本生産性本部）

男女平等参画社会の実現に向け、男女共同参画社
会基本法に基づく「第４次男女共同参画基本計画」
を着実に実行し、とりわけ「2020年までに指導的
地位に女性が占める割合を30％程度とする」目標
の達成に向け、ポジティブ・アクションの導入を推
進します。また、国連「女性差別撤廃委員会」から
求められている課題の解決や「女性差別撤廃条約選
択議定書」の早期批准へ積極的に取り組みます。
（日本労働組合総連合会）

（４）ホームページやセミナー等での情報提供等
ホームページやセミナー等において、仕事と生活
の調和に関する情報を引き続き提供していくととも
に、国等と連携して周知・啓発に取り組んでいきま
す。（日本商工会議所）

「仕事と生活の調和」推進サイトや「仕事と生活
の調和レポート」等の各種公表物を通じて、仕事と
生活の調和に関する取組などを紹介していきます。
また、仕事と生活の調和の重要性を、様々な規模・

業種の企業や国民の各層に対して発信していくた
め、引き続き「カエル！ジャパン」キャンペーンを
推進し、効率的な働き方に関する事例をわかりやす
く提供することにより、国民運動を一層効果的に推
進していきます。（内閣府）

ワーク・ライフ・バランスを推進する民間団体と
も連携しつつ、子育て支援や男女共同参画など仕事
と生活の調和に深く関係する施策のシンポジウムや
セミナーなどを含め、各種のシンポジウムにおい
て、仕事と生活の調和の意義や事例について紹介し
ていきます。（関係府省）

国等のワーク・ライフ・バランスに関する取組に
ついて、会員の中小企業団体等に対し、文書及び全
国中央会の機関誌等により周知・協力要請を行って
いきます。（全国中小企業団体中央会）

（５）仕事と生活の調和に関する調査等の実施
様々な主体における、仕事と生活の調和の取組状
況等について、専門的かつ多角的な観点から分析を
行い、今後、社会全体で取り組むべき方向性や取組
等の検討を推進します。（内閣府）

（６）地域の実情に応じた意識啓発の取組
ワーク・ライフ・バランスが実現され女性が働き
手として活躍するようになると、「ウーマノミクス
（Woman�＋�Economics）」（女性の活躍による経済
の活性化）が促進されて日本経済の再生につながっ
ていきます。そのために、各都道府県でワーク・ラ
イフ・バランスの実現に向けた意識啓発の取組を行
います。また、全国知事会ホームページでは先進的
な取組事例の紹介や表彰制度など、情報発信や情報
共有を行っています。（全国知事会）

【企業による取組の実効性の確保】

＜課題＞
仕事と生活の調和の推進のためには、法令の遵
守や制度の導入に加えて、経営者のリーダーシッ
プにより管理職をはじめ、従業員一人ひとりの意
識を変えていくとともに、労使で目標を定め、計
画的に取り組み、点検することなどにより、実際
に制度を利用しやすい環境づくりを進めていくこ
とが必要です。

＜取組＞
（７）経営者のイニシアティブと管理職の理解
仕事と生活の調和への取組を、制度の導入に終わ
らせず、実効性を確保していくためには、経営者の
イニシアティブと管理職の理解が必要であり、職場
全体の意識を変えていかなくてはなりません。労使
は、仕事と生活の調和のための取組がもたらすメリ
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ットについての理解の浸透を図り、また、国や地方
公共団体は、経営者や管理職の意識改革を支援して
いきます。

（８）実効性を高めるための取組
各種会合やホームページ、機関誌等を通じて仕事
と生活の調和の必要性や効果を紹介することにより
企業の意識啓発を行います。また、多様な働き方の
推進に取り組む先進企業の事例紹介、普及を通して
企業の取組を支援します。（日本経済団体連合会）

各企業の独自の取組によって、仕事と生活の調和
を実現させ、多様な人材を活用し成果を上げている
事例を「若者・女性の活躍推進」ポータルサイト内
で紹介しています。多様な事例の紹介を通して、新
たに取組を進めようとする企業を後押ししていきま
す。（日本商工会議所）

「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けて、
「すべての世界が安心できる社会保障制度の確立と
ワーク・ライフ・バランス社会の早期実現」を連合
の2020年最重点政策（2019.7-2020.8）の１つと
位置付け、ワーク・ライフ・バランスを進めるため
に不可欠な①医療・福祉・介護・保育分野の人材を
確保するための賃金水準と勤務環境改善、②仕事と
介護の両立のための介護保険給付の確保と真の皆年
金の実現、③仕事と育児等の両立支援制度の充実、
④待機児童の早期解消と保育の質の確保の実現を進
めていきます。

https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/seisaku_ 
jitsugen/data/jyutenseisaku2019_panf.pdf

国際労働組合総連合（ITUC）やITUC-アジア太
平洋地域組織（ITUC-AP）女性委員会などの男女
平等運動に連帯し、「仕事の世界における暴力とハ
ラスメントの根絶」に関するILO条約批准にむけた
運動をはじめ、「３. ８国際女性デー」、「10. ７ディ
ーセントワーク世界行動デー」、「11.25女性に対す
る暴力廃絶デー」などジェンダー平等推進のキャン
ペーン活動に取り組みます。（日本労働組合総連合
会）

次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する労
働者数が101人以上の一般事業主に対し、仕事と家
庭の両立を支援するための雇用環境の整備等につい
て記載した一般事業主行動計画を策定し、その旨を
厚生労働大臣に届け出ること、当該行動計画を公表
し、労働者へ周知することが義務付けられていま
す。また、行動計画に定めた目標を達成するなどの
一定の要件を満たした企業は、次世代育成支援対策
推進法に基づく認定を受け、認定マーク「くるみ
ん」を取得することができます。さらに、「くるみ
ん」認定を受けた企業のうち、より高い水準の両立
支援の取組を行い一定の要件を満たした企業は、特
例認定を受け、認定マーク「プラチナくるみん」を

取得することができます。厚生労働省では、次世代
育成支援対策推進法の着実な履行を進めるととも
に、多くの企業が認定を目指して取組を行うよう、
パンフレット等により周知・啓発を図ります。
また、育児・介護休業法では①苦情処理・紛争解
決の援助及び調停の仕組み、②勧告に従わない場合
の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又
は虚偽の報告をした者に対する過料について規定さ
れています。引き続き、育児・介護休業法の周知・
徹底を図るとともに、これらの規定により、法の実
効性を確保していきます。（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000130583.html

【自分の働き方や消費者としての行動が周囲の働き
方に及ぼす影響についての配慮】

＜課題＞
一人ひとりの希望する仕事と生活の調和の在り
方は多様であり、その実現のためには、周囲の理
解を得ていくことが不可欠です。また、お互いに
多様性を理解し尊重し合うとともに、自分の働き
方が、周囲に長時間労働をもたらすなど、周囲の
働き方に及ぼす影響について認識し、配慮するこ
とが必要です。
また、国民一人ひとりが、自らの消費者として
の行動と、それに対して提供されるサービスの背
後にある労働者の働き方との関係について考える
ことが求められます。

＜取組＞
（９）�自らの行動が周囲の仕事と生活の調和に与え

る影響について考えること
自分自身の働き方の効率化を追求する視点だけに
とどまらず、自分の働き方や、消費者・発注者とし
ての自らの行動が、家族、同僚、取引先の労働者と
いった周囲の人たちの仕事と生活の調和に与える影
響についても議論していきます。

＜課題＞
企業において仕事と生活の調和に関する諸施策
が広く導入・活用されていく上での阻害要因とし
て、一人ひとりの意識改革の難しさ、要員管理の
煩雑さなどが指摘されています。こうした阻害要
因を有する企業において取組を進めていくために
は、メリハリのある働き方の実現に向けた時間当
たり生産性の向上のための取組事例や、多様で柔

２．��仕事と生活の調和に取り組む主体へ
の支援
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軟な働き方を実現する上で必要となる労務管理の
仕方など、取組のノウハウ、好事例、データなど
の情報が不可欠です。また、仕事と生活の調和に
取り組む企業を支援するため、インセンティブの
付与も必要です。

＜取組＞
（１）取組事例の紹介
企業のワーク・ライフ・バランス担当者を対象
にメールマガジンを発行し、国の施策の最新情報
等や、企業の取組事例を定期的に提供していきま
す。また、地方公共団体における仕事と生活の調
和推進施策について情報や事例を紹介することに
より、企業や地方公共団体における更なる展開を
後押しします。

（２）労働時間等設定改善に向けた取組の推進
長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進のた
め、働き方・休み方の見直し等に取り組む事業主に
対して、働き方・休み方改善コンサルタント等によ
る、企業の実態に応じた必要な助言を行う等の支援
を行っていきます。（厚生労働省）

（３）企業における取組を評価する仕組みの充実
企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進を
図るために、都道府県ではワーク・ライフ・バラン
スの推進に向けた企業診断やアドバイスなど様々な
取組を行っていますが、特に、仕事と生活の両立支
援に取り組む企業への表彰・認証・メリット措置な
ど、各都道府県が地域の実情に合わせて企業へのイ
ンセンティブを設定しています。（全国知事会）

社会全体で、女性活躍の前提となるワーク・ライ
フ・バランス等の実現に向けた取組を進めるため、
女性活躍推進法第20条及び取組指針に基づき、ワ
ーク・ライフ・バランス等推進企業を加点評価する
取組を、国、独立行政法人等で実施するほか、努力
義務となっている地方公共団体で国に準じた取組が
行われるよう働きかけを行います。また、2020東
京オリンピック・パラリンピック競技大会や民間企

業等の調達でも同様の取組が進むよう働きかけを行
います。（内閣府ほか関係省庁）

＜課題＞
我が国は少子高齢化・人口減少という構造的課
題を抱えています。人口構造の推移を見ると、2025
年以降、「高齢者の急増」から「現役世代の急減」
に局面が変化しており、2040年を展望すると、現役
世代の減少が最大の課題となっています。今後、少
子高齢化・人口減少が進む中、我が国の活力を維
持・発展させていくためには、働き手を確保すると
ともに、一人ひとりの労働生産性を高めていくこと
が不可欠です。
「働き方改革」は、その実現のための最大のチャ
レンジです。働く者のワーク・ライフ・バランスを
改善し、子育て、介護など様々な事情を抱える方々
がより一層意欲を持って働くことができ、働く者一
人ひとりがより良い将来の展望を持ち得る働き方を
目指すものです。

＜取組＞
（１）働き方改革実行計画の策定及び着実な推進
2017年３月28日、第10回働き方改革実現会議
において策定された「働き方改革実行計画」では、
「同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善」、
「罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間
労働の是正」などが盛り込まれました。
本実行計画を受けて、罰則付きの時間外労働の上
限規制や同一労働同一賃金の実現などを主な柱とす
る「働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律」が2018年６月に成立し、同年７月に
公布されました。
今後、「働き方改革実行計画」の施策について、
10年先を見据えたロードマップに沿って、着実に
取組を進めていきます。（内閣官房（働き方改革実
現推進室）ほか関係省庁）

３．働き方改革の実現
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＜課題＞
パートタイム労働等の非正規雇用は、多様な就

業ニーズに応えるという積極的な意義もある一
方、やむを得ず選択している者（不本意非正規）
も一定程度います。このため、同一労働同一賃金
の導入や正社員への転換に向けた取組の推進な
ど、公正な処遇が図られた多様な働き方の普及・
推進が必要です。

＜取組＞
（１）雇用の安定に向けた取組

①改正労働契約法の周知・啓発
有期労働契約が更新されて通算５年を超えた場合
に、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働
契約（無期労働契約）に転換させるルール（無期転
換ルール）の導入等を内容とする改正労働契約法
（2013年４月全面施行）について、引き続き周知・
啓発を行っていきます。（厚生労働省）

②両立支援制度の拡充
妊娠・出産、育児や介護で離職することなく、安
心して働き続けられる環境の整備に向けて、全ての
労働者の両立支援制度拡充に取り組みます。（日本
労働組合総連合会）

③改正労働者派遣法の着実な実施
派遣労働者の一層の雇用の安定、保護等を図るた
め、全ての労働者派遣事業を許可制とするととも
に、派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、
雇用継続を推進し、派遣先の事業所ごとの派遣期間
制限を設けること等を内容とする改正労働者派遣法
（2015年９月30日施行）について、引き続き周
知・啓発を行っていきます。（厚生労働省）

④非正規雇用労働者の均等・均衡待遇の確保等の推進
同一企業内における正社員とパートタイム労働者
等の非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差をな
くし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得
して働き続けることができるよう、働き方改革関連
法による改正後のパートタイム・有期雇用労働法及
び労働者派遣法が2020年４月から施行されます
（中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法
の適用は2021年４月）。
正社員と非正規雇用労働者の均等・均衡待遇の確

保、正社員転換を推進するための周知・啓発、同法
に基づく助言、指導等による履行確保及び専門家に
よる相談・援助について、引き続き行っていきます。
さらに、2021年４月からの中小企業におけるパ
ートタイム・有期雇用労働法の適用に向け、働き方
改革推進支援センターによる相談支援等様々な取組
を通して、企業への周知、支援に取り組んでいきま
す。（厚生労働省）

全ての職場において組織化と処遇改善を促進する
ため、「職場から始めよう運動」を進め、取組事例
集の発行等で、業界団体やNPO、マスコミなど各
種団体とのネットワークを構築し、多様な働き方の
問題に関する情報発信や調査活動の実施とあわせ
て、処遇や職場環境の改善に取り組みます。（日本
労働組合総連合会）

https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/
hiseikiroudou/

⑤多様で安心できる働き方の導入促進
労働者一人ひとりのライフスタイル、ライフステ
ージに応じた働き方が可能となり、企業にとっては
人材の確保や定着につながるなど、労使双方にその
効果が期待される「多様な正社員」の導入を支援す
るため、セミナーの開催、参考となる取組事例の紹
介等を実施していきます。（厚生労働省）

（２）雇用対策の実施

①求職者支援制度
雇用保険を受給できない求職者に対し、新たな技
能や知識を身に付けるための職業訓練を無料で実施
し、訓練の受講を容易にするための給付金の支給や
キャリアコンサルティング等、ハローワークによる
一貫した就職支援を行います。（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shi
en/index.html

②マザーズハローワーク事業
マザーズハローワーク事業の拠点（マザーズハロ
ーワーク及びマザーズコーナー）において、子育て
をしながら就職を希望する女性等に対して、子ども
連れで来所しやすい環境を整備するとともに、担当
者制によるきめ細かな就職支援、求人情報の提供
や、地方公共団体等との連携による子育て情報等の
提供など、再就職に向けた総合的かつ一貫した就職
支援を実施していきます。（厚生労働省）

１．�非正規雇用の労働者等の経済的自立
支援とセーフティ・ネットの強化

Ⅱ　就労による経済的自立
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③ハローワークと都道府県との連携
結婚、出産、育児その他の理由で離職している女
性の就労に関して総合的な支援を行うため、ハロー
ワークと都道府県が連携してワンストップ窓口を設
置し、再就業や仕事と子育ての両立、求職中の託児
などの相談への対応、キャリアアップのための研修
などの支援を実施していきます。（全国知事会）

（３）職業能力開発支援の充実

①産業人材育成事業の実施
中小企業の人材育成（キャリア形成や職業能力の
向上）を支援するため、従業員等を対象としたビジ
ネススキル等の座学研修や簿記・販売士等の検定事
業を実施していきます。（日本商工会議所）

②求職者支援制度
（再掲）p.154参照

③ジョブ・カード制度の推進
2008年度から職業訓練受講者を中心に活用され
てきたジョブ・カードは、2015年10月から職業能
力開発促進法に位置付けられました。現在では、個
人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等
を促進するため、「生涯を通じたキャリア・プラン
ニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツール
であることを明確にし、労働市場のインフラとし
て、キャリアコンサルティング等の個人への相談支
援の下、求職活動、職業能力開発などの各場面にお
いて活用できる制度となっています。これらを踏ま
え、「ジョブ・カード制度総合サイト」等により、
ジョブ・カードの更なる周知・普及促進を行いま
す。また、全国33か所に設置されたジョブ・カー
ドセンターを通じ、企業等におけるジョブ・カード
の作成・活用を支援していきます。（厚生労働省）

（ジョブ・カード制度総合サイト）
https://jobcard.mhlw.go.jp/

④日本版デュアルシステムの実施
企業実習を通じた実践的な職業能力の習得が必要
な方に対し、公共職業能力開発施設や民間教育訓練
機関等での座学と企業等における実習を組み合わせ
た実践的な職業訓練を実施し、安定就労への移行を
引き続き図っていきます。（厚生労働省）

（４）非正規雇用の労働者に関する取組

①非正規雇用に関する取組
同一労働同一賃金の実現にむけて、改めてパート
労働者や有期契約労働者、派遣労働者といった不安
定雇用で働く者の待遇について実態把握と点検を進
め、正社員との不合理な待遇差がある場合の是正に
取り組みます。（日本労働組合総連合会）

②非正規雇用の労働者の正社員転換・待遇改善に向
けた取組
正社員を希望する方の正社員化、非正規雇用で働
く方の待遇改善等を進めるため、2016年１月に策
定し、2019年１月に改定した「正社員転換・待遇
改善実現プラン」に基づき、各都道府県労働局と連
携して、非正規雇用労働者の希望や意欲・能力に応
じた正社員転換・待遇改善を強力に推進していきま
す。（厚生労働省）

労働契約法による無期転換直前での雇い止め防止
に向けて制度の周知・徹底を図ります。また労働組
合のない職場などへの対応として、無期転換ルール
を周知するためのセミナー開催やハンドブックの発
行など、積極的な情報発信に取り組みます。（日本
労働組合総連合会）

③同一労働同一賃金の実現に向けた取組
2018年７月６日に公布された働き方改革関連法
によるいわゆる「同一労働同一賃金」の導入は、仕
事ぶりや能力が適正に評価され、意欲を持って働け
るよう、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用
労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の
解消を目指すものです。
いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる
待遇差が不合理なものでないのか、原則となる考え
方及び具体例を示すため、2018年12月28日には
「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する
不合理な待遇の禁止等に関する指針」として同一労
働同一賃金ガイドラインを告示しました。
円滑な施行に向けて、事業主が何から着手すべき
かを解説する「パートタイム・有期雇用労働法対応
のための取組手順書」や、各種手当・福利厚生・基
本給等について、具体例を付しながら点検・検討手
順を詳細に示した「不合理な待遇差解消のための点
検・検討マニュアル」等を策定しており、引き続き
これらの周知・徹底を図ります。（厚生労働省）

同一労働同一賃金について、法令遵守の徹底とと
もに、性別や雇用形態に関わらない均等・均衡待遇
の実現に向けて、女性活躍推進法などを活用し、職
場段階での取組強化を図ります。（日本労働組合総
連合会）

④男女間賃金格差の是正に向けた取組
男女間賃金格差の是正に向け、賃金プロット手法
を活用した要因分析と格差の可視化による賃金改善
に取り組むとともに、改正女性活躍推進法に「男女
の賃金の差異」の重要性が明記されたことを踏ま
え、賃金実態の把握と分析を行いながら男女間賃金
格差の是正に向けた取組の促進を行います。また、
間接差別に当たる生活関連諸手当の支給における住
民票上の「世帯主要件」の廃止に取り組みます。
（日本労働組合総連合会）
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⑤短時間労働者への社会保険の適用拡大
働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、
短時間労働者に対する年金などの保障を厚くする
観点から、2016年10月からの大企業で働く短時間
労働者を対象とした被用者保険の適用拡大の施行
に加えて、2017年４月からは、中小企業で働く短
時間労働者についても、労使合意を前提に企業単
位で被用者保険の適用拡大の途を開きました。ま
た、更なる適用拡大について、2019年12月19日に
取りまとめられた全世代型社会保障検討会議の中
間取りまとめにおいて、2024年10月に50人超規模
の企業まで適用範囲を拡大することとされ、これ
を具体的に法制化する年金制度改正法案を2020年
通常国会に提出したところです。（厚生労働省）

＜課題＞
フリーター期間が長くなるほど正社員への転換

が難しくなる傾向が指摘されています。また、若
年期に必要な技能及び知識の蓄積がなされないこ
とで、将来の生活が不安定になり、結婚や子育て
に関する希望を持てなくなるおそれもあります。
若年者の雇用・生活の安定を図るためには、就

職支援や職場定着支援が必要です。また、一人ひ
とりが、社会人・職業人として自立できるよう、
社会・経済・雇用などの基本的な仕組みや労働者
としての権利・義務、仕事と生活の調和の重要性
など、キャリアを積み上げる上で必要な知識の修
得についても促進を図るとともに、学校段階を通
じたキャリア教育・職業教育の体系的な充実が必
要です。

＜取組＞
（１）若年者の就職支援や職場定着支援

①�未来を創る若者の雇用・育成のための総合的対策
の推進
若者の適職の選択に必要な職場情報の提供の仕組
みを創設すること等を内容とする若者雇用促進法の
着実な実施により、次代を担う若者が、安定した雇
用の中で経験を積みながら職業能力を向上させ、働
きがいを持って仕事に取り組める環境の整備を図っ
ていきます。（厚生労働省）

②新卒者等への就職・定着支援
新卒応援ハローワーク等にジョブサポーターを配
置し、学校訪問等により大学新卒者等に対する求人
情報の提供、個別相談、セミナー、就職面接会の開
催、職場定着支援等きめ細かな就職支援を引き続き
実施していきます。（厚生労働省）

③ユースエール認定制度の実施
若者の雇用管理の状況が優良な中小企業と若者の
マッチングの向上を図るため、2015年10月に創設
した若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定制
度」を積極的に周知し、認定企業の確保に努めてい
きます。
これらの企業について「若者雇用促進総合サイ
ト」への情報掲載等により、若者と中小企業のマッ
チングを支援していきます。（厚生労働省）

（若者雇用促進総合サイト）
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.
jp/search/service/top.action

④フリーター等支援事業
全国のハローワークにおいて、40代前半の不安定
就労者を含むフリーター等を広く対象に、正社員就
職に向け、支援対象者一人ひとりの課題に応じ、①
初回利用時のプレ相談、②正規雇用に向けた就職プ
ランの作成、③職業相談・職業紹介、④就職支援セ
ミナーなどの担当者制による個別支援等を引き続き
実施していきます。
また、特にフリーター等の多い地域には、支援拠
点として「わかものハローワーク」、「わかもの支援
コーナー」等を設置しています。（厚生労働省）

⑤合同就職説明会や出会いの場創出事業等の実施
全国の商工会議所では、若年者の就労と中小企業
の人材確保を支援するため、地域の求職者と優良企
業とのマッチングを図る合同就職（企業）説明会を
開催していきます。
また、地域経済の活性化、さらには若年者の職場
定着支援等の観点から、「出会いの場創出事業」（婚
活事業）を引き続き実施していきます。（日本商工
会議所）

⑥若者が働き続けられる環境の整備
AI等への対応など将来を見据えた長期的な能力開
発や適切な就職・定着に向けた支援とあわせて、働
く際に必要な知識と力をつけるため、労働教育のカ
リキュラム化や出前講座の開催、「働くみんなにス
ターターBook」、「若者応援マガジンYELL」の発行
など、若者が将来に夢と希望を持ち、安心して働き
続けられる社会をめざして取組を進めています。
（日本労働組合総連合会）

（２）キャリア教育・職業教育の充実

①学校におけるキャリア教育・職業教育の充実）
若者の、学校から社会・職業への円滑な移行に課
題が見られる中、学校におけるキャリア教育・職業
教育を充実するため、①幼児期の教育から高等教育
に至るまでの体系的なキャリア教育の推進、②実践
的な職業教育の重視と職業教育の意義の再評価、③
生涯学習の観点に立ったキャリア形成支援（生涯学
習機会の充実、中途退学者などの支援）の３つの基

２．若年者の就労・定着支援
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本的方向性に沿った、学校におけるキャリア教育・
職業教育の充実を引き続き図っていきます。（文部
科学省）

②キャリア教育支援活動の実施・推進
地域の子どもや学生等を対象にしたインターンシ
ップや職場体験等のキャリア教育に対する支援活動
に積極的に取り組んでいます。また、教育機関への
社会人講師の派遣や地元大学との人材育成に係る連
携など、地域における企業と学校のコーディネータ
ー役として、将来を担う人材の育成に貢献していま
す。今後も、こうした活動が全国で展開されるよ
う、連携強化・情報提供等の支援活動を推進してい
きます。（日本商工会議所）

③産業界による教育支援活動の普及・促進
産業界による教育支援活動の普及・促進を図る観
点から、キャリア教育に関し先進的な取組を行う企
業・経済団体等に対し経済産業大臣賞を授与する
「キャリア教育アワード」を引き続き実施します。
（経済産業省）

＜課題＞
現在、企業内教育・訓練の縮小や、個々の職業

人に求められている知識・技能の高度化、産業構
造の変化等の中でキャリア変更を迫られるケース
の増加等に伴い、在職者のスキルアップや離職者
の学び直しなど、社会人の学習ニーズに積極的に
対応していくことが、より一層求められていま
す。働きながら学ぶ社会人は、学習の時間や場所
に制約を受けることが多く、そうした学習者の多
様なライフスタイルに対応した学習環境の整備が
必要です。
また、公民館、図書館、博物館等社会教育施設

は、地域住民の学習や交流の場として活用されて
おり、近年、社会的課題や学習者のニーズが多様
化・複雑化する中、社会教育施設が有する学習プ
ログラムや学習支援サービスなどの学習資源を活
用し、学習者の様々なニーズに対応した学習環境
を充実することが必要です。

＜取組＞
（１）社会人等の学び直しプログラムの充実
社会人の多様なニーズに対応する教育の機会の拡
充を図るため、大学や専門学校等における企業等と
の連携による実践的・専門的なプログラムについ
て、大学等においては「職業実践力育成プログラム
（BP）」、専門学校においては「キャリア形成促進プ
ログラム」として文部科学大臣が認定しています。

また、学び直しの機能向上に向けて、大学におい
ては、IT人材をはじめとした専門人材の育成のため産
学連携による実践教育を進めており、専修学校にお
いては、分野を超えたリカレント教育プログラムの開
発や、eラーニングを活用した講座の開催手法の実証、
リカレント教育の実施運営体制の検証、非正規雇用者
等のキャリアアップを目的としたプログラムの開発・
実証を総合的に推進していきます。（文部科学省）

（２）労働者の中長期的なキャリア形成の支援
非正規雇用労働者である若者等をはじめとした労
働者の中長期的なキャリア形成を支援するため、専
門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定
する講座を受けた場合に、引き続き教育訓練給付を
支給していきます。
また、「地域若者サポートステーション」（サポス
テ）による支援を受けて就職した者に対し、個々の
若者の状況に応じた定着・ステップアップのための
相談を行います。（厚生労働省）

（３）�大学・専修学校等における社会人受入れの促
進のための学習環境の整備（学習目的に応じ
た教育プログラムの提供）

2018年度の大学（学士課程）入学者に占める25
歳以上の割合は約2.5％、大学院（修士課程・専門
職学位課程）入学者に占める30歳以上の割合は約
13%となっています（2018年度学校基本調査一部
推計）。なお、2017年のOECD平均では、学士課程
または同等レベルが約15%、修士課程または同等
レベルが約25%となっています（出典：OECD�Ed
ucation�at�a�Glance�2019）。大学では、長期履修
学生制度や履修証明制度等を活用し、社会人が多様
なスタイルで大学で学ぶことができる、学修成果を
社会で生かせる環境を整えていきます。また、専修
学校においても、働きながら学ぶ社会人等の多様な
学習ニーズに対応し、ライフスタイルに即した学習
機会の提供を可能とする単位制・通信制を導入して
います。（文部科学省）

（４）社会教育施設における学習環境の充実
公民館等の社会教育施設では、地域の実情に応じ
て、多様な学習機会を提供しています。個人や地域
が抱える課題が多様化・複雑化する中で、地域住民
が他者と協働しながら主体的に地域社会の課題解決
を担うことができるよう、趣味・教養の向上など個
人のニーズが高い学習機会のみならず、現代的・社
会的課題に対応した学習機会の提供を支援するな
ど、学習環境の充実を進めます。（文部科学省）

＜課題＞
職場環境の複雑化や労働者の高齢化などに伴

３．�働きながら学びやすい社会環境の�
構築

４．�治療等を受ける者の就労支援
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い、作業関連疾患の予防のための労働者の健康管
理や、疾病をもつ労働者の治療と職業生活の両立
のための支援、治療等を受けながら就職を希望す
る方の支援が課題となっています。

＜取組＞
（１）長期療養者就職支援事業
がん、肝炎、糖尿病等の疾病により、長期にわた
る療養を続けながら就職を希望する者に対して、ハ
ローワークに専門の就職支援ナビゲーターを配置
し、医療機関との連携の下、個々の希望や治療状況
を踏まえた就労支援を実施しています。2016年度
からは、全国で実施しており、今後も引き続き支援
を実施していきます。（厚生労働省）

＜課題＞
仕事と生活の調和を推進するためには時間当

たり生産性の向上が重要です。そのためには、
労使で、仕事の効率化に向けて、業務内容の見
直しや業務の進め方の改善などに取り組み、そ
の成果を仕事と生活の調和に生かしていくこと
が必要です。

＜取組＞
（１）取組事例の紹介
（再掲）p.152 ～ 153参照

＜課題＞
長時間労働の抑制は、労働者の健康の確保だけ

ではなく、自己啓発の推進や女性の継続就業、男
性の育児参加の観点からも重要です。また、年次
有給休暇の取得は、労働者の心身の疲労を回復さ
せるだけでなく、仕事と生活の調和、豊かな余暇
時間による生活の質の向上、生産性の向上や内需
拡大に資するものです。このため、長時間労働の
抑制や年次有給休暇の取得促進に向けて、労使に
おいて、意識の改革や職場の雰囲気づくりに取り
組むことが求められます。また、経営者の主導の
下、短時間で質の高い仕事を評価する仕組みの構
築や、担当がいなくても他の人が仕事を代替でき
る体制づくりなどの雇用管理の改善が重要です。
長時間労働の状況は業種によって違いが大きいた
め、業種に応じた重点的な取組とその支援が必要
です。さらに、年次有給休暇取得率は、企業規模

によって違いが大きいことや、計画的付与制度を
有する企業の方が取得率が高い傾向にあることか
ら、企業規模に応じた取組や、年次有給休暇の
「計画的付与制度」の一層の普及・促進を図る必
要があります。

＜取組＞
（１）総実労働時間の縮減に向けた取組
労働基準法における時間外労働において、全ての
職場で労働時間の適正な把握・管理と時間外労働に
関する労使協定の適正化がなされるように労使で取
組を進めます。また、企業規模に関わらず、労働関
係諸法令が適用されるように取組を推進していきま
す。（日本労働組合総連合会）

（２）時短目標の設定とPDCAの徹底
産別組織として、「健康と安全の確保」、「ワー
ク・ライフ・バランスの実現」に向けた時短の取組
を強化する観点から、「情報労連・時短目標」を設
定し、各加盟組合の主体的な取組の促進を行ってい
ます。また、各加盟組合は時短目標の達成に向けた
工程表の作成や取組のPDCAを徹底しています。取
組の促進にあたっては、11月と２月を「労働時間適
正化月間」に設定し、各加盟組合において、長時間
労働の是正に向け、ワーク・ライフ・バランスや男
女平等参画推進等の観点も意識した取組を展開して
います。（情報産業労働組合連合会）

（３）労働時間法制の見直し
（再掲）p.62参照

（４）労働時間等設定改善に向けた取組等
生産性が高く仕事と生活の調和がとれた働き方の
推進、フレックスタイム制の活用促進、年次有給休
暇の取得促進等のため、働き方・休み方の好事例収
集や情報発信を行うとともに、これらに取り組む事
業主に対する相談・援助等を行います。
事業主等が労働時間等の設定の改善について適切
に対処できるよう、2019年４月に施行された改正

１．仕事の効率化の促進

２．�長時間労働の抑制や年次有給休暇の
取得促進

Ⅲ　健康で豊かな生活のための時間の確保
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労働時間等見直しガイドラインの周知・啓発に取り
組んでいきます。
また、企業や労働者が働き方・休み方の現状や課
題を自主的に分析・評価することができる「働き
方・休み方改善指標」について、「働き方・休み方
改善ポータルサイト」を活用した効果的な周知・普
及に加え、労使の取組に対する支援を拡充します。
さらに、10月の「年次有給休暇取得促進期間」に
加え、年次有給休暇を取得しやすい時季（夏季、年
末年始及びゴールデンウィーク）に、集中的な広報
を行うとともに、地域のお祭り等に合わせた計画的
な年次有給休暇の取得を企業、住民等に働きかける
などして、休暇取得促進の機運を醸成していきま
す。（厚生労働省）

（働き方・休み方改善ポータルサイト）
https://work-holiday.mhlw.go.jp/

（５）過労死等防止対策の推進
過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けるこ
とのできる社会の実現に向けて、2018年７月に変
更の閣議決定を行った「過労死等の防止のための対
策に関する大綱」に基づき、労働行政機関等が関係
法令等に基づいて取り組む対策のほか、調査研究、
啓発、相談体制の整備、民間団体の活動に対する支
援などの各対策に引き続き取り組んでいきます。さ
らに、2016年12月26日、第４回長時間労働削減推
進本部で決定された「『過労死等ゼロ』緊急対策」
に沿って、
・�新たなガイドラインによる労働時間の適正把握の
徹底
・�違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの
企業に対する全社的な是正指導
・�メンタルヘルス対策に係る企業本社に対する特別
指導
などの取組を確実に実施していきます。（厚生労

働省）

「働き方改革」によって時間外労働の上限規制が
導入され、勤務間インターバルの確保も努力義務と
なっています。「過労死等ゼロ」の実現をめざして、
過労死等防止対策の進捗状況を検証し、より実効性
のある対策を講じるように求めるとともに、36協定
の定着などを目的とした「36（サブロク）の日」の
浸透や11月の過労死等防止啓発月間の実施や労働
時間ルールの順守徹底など、過重労働防止対策の取
組を推進しています。職場単位で安心して健やかに
働くことのできる職場づくりを目指しています。
（日本労働組合総連合会）

（６）国家公務員についての取組
国家公務員については、人事院が人事院規則にお

いて超過勤務命令の上限を原則１月45時間・１年
360時間等と設定したこと等を踏まえ、政府全体を
通じて「国家公務員の労働時間短縮対策について」、
「採用昇任等基本方針」及び「国家公務員の女性活
躍とワーク・ライフ・バランス推進のための取組指
針」等に沿って、一層の超過勤務の縮減及び年次休
暇の計画的な取得促進等に取り組んでいきます。
また、「働き方改革実行計画」を踏まえ、「働き方
改革」を推進していきます。（内閣官房内閣人事局、
人事院）

（７）企業経営者・管理職の理解促進
企業経営者・管理職を対象としたトップセミナー
等を開催し、企業におけるワーク・ライフ・バラン
スの推進が生産性向上や人材の確保・定着等につな
がる重要な経営戦略であることについて理解を促進
します。（内閣府）

（８）地域の実情に即した働き方改革
ワーク・ライフ・バランスや長時間労働削減等の
働き方の課題については、地域の実情に即した取組
が重要です。このため各都道府県において、地方公
共団体や労使団体、金融機関などの地域の関係者か
らなる「地域働き方改革会議」の開催に引き続き取
り組みます。また、会議を通じた地域ぐるみの働き
方改革を推進するため、内閣官房まち・ひと・しご
と創生本部事務局、関係府省及び専門家からなる
「地域働き方改革支援チーム」において、これらの
会議に対して先進的事例の情報提供等の支援を引き
続き実施していきます。（内閣官房）

（９）働き方改革の推進
恒常的な長時間労働の是正や年次有給休暇の取得
促進が進むよう、効率的な働き方・休み方への取組
に関する情報提供やセミナー開催等を通じ、働き方
改革に積極的に取り組んでいきます。（日本経済団
体連合会）

（10）「健康経営」の普及促進
「健康経営」は、労働生産性向上に大きく寄与す
る経営戦略であるとの認識が徐々に広がっているも
のの、取組が十分に進んでいない中小企業もあるた
め、商工会議所は具体的な取組の紹介や知識・ノウ
ハウの普及活動により中小企業における「健康経
営」の推進を後押ししていきます。（日本商工会議
所）
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＜課題＞
男女が共に仕事と子育てを両立できる環境の整

備は、女性が活躍できる環境整備としても、男性
が子育てを積極的に行うことを促進するために
も、非常に大きな課題になっています。
正社員の女性では育児休業を取得して継続就業

をする者が増加していますが、パート・派遣等非
正規雇用の労働者については第１子出産を機に退
職する女性の割合が高い状況にあります。
このため、育児・介護休業法の周知・徹底を図

ることや、サテライトオフィス勤務や在宅勤務な
どのテレワークやフレックスタイムといった多様
で柔軟な働き方を可能とする環境整備とともに、
非正規雇用の労働者についても制度の利用促進を
図ることが重要です。
あわせて、男女が共に仕事と子育てを両立し、

その責任を担うためには、待機児童解消の実現に
向け、子育ての社会基盤の整備が必要です。特
に、都市部を中心に保育所の入所が困難な状況が
続いており、緊急の対応が求められています。ま
た、非正規雇用の労働者についても、保育所を利
用できるような環境整備を図ることが重要です。
このほか、働きながら安心して子どもを産むこ

とのできる社会の実現に向けて、産前産後休業を
取得できることの周知、働く女性の母性健康管理
の推進も引き続き重要な課題です。また、女性が
就業を継続していくためには、女性がキャリアを
生かして様々な職域・職階で活躍できる環境整備
も必要です。
夫婦共働き世帯の増加など、家族の形が変化す

ると同時に、子育てに関わりたいと思う男性の増
加など働き方や生き方に対する希望も多様化して
います。一方で、男性の育児休業取得率は着実に
増えてきているものの、依然として低く、共働き
世帯でも、約７割の男性が全く育児を行っていま
せん。男性が仕事と育児を両立するためには、育
児を積極的にする男性「イクメン」の普及など職
場や男性を取り巻く人たちを含め、男性の働き方
や意識の改革を進めることが必要です。
また、企業における転勤については、企業独自

の経営判断に基づき行うものではありますが、結
婚・妊娠・出産・子育てといったライフイベント
との両立が必要です。
さらに、子どもの頃からの男女共同参画の理解

の促進に向けた取組や男女共同参画について国民
的広がりを持った広報・啓発活動を展開すること

が重要です。

＜取組＞
（１）母性健康管理対策の推進等

①母性健康管理対策の推進
「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用の促
進、母性健康管理支援サイト「女性にやさしい職場
づくりナビ」を通じた情報提供、雇均部（室）にお
ける相談対応や助言・指導等により、母性健康管理
対策を推進します。（厚生労働省）

（女性にやさしい職場づくりナビ）
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

②産前産後休業の取得にかかる周知
就業形態等にかかわらず産前６週間は請求によ
り、産後８週間就業させてはならないことについ
て、事業主及び労働者に対する周知を図っていきま
す。（厚生労働省）

（２）女性の活躍推進

①女性活躍推進法の着実な施行
女性の活躍を一層推進するため、国・地方公共団
体、常時雇用する労働者の数が301人以上の大企業
に対し、女性の活躍状況の把握・課題分析・行動計
画の策定等を求める女性活躍推進法の着実な施行を
図っていきます。同法に基づく状況把握、課題分析
の項目には、継続就業や働き方改革に関する項目が
含まれており、継続勤務年数の男女差の解消やワー
ク・ライフ・バランス実現のための長時間労働の是
正等に関する目標設定、目標達成に向けた取組等が
なされることが期待できます。また、あわせて、
「女性の活躍推進企業データベース」による女性の
活躍状況に関する情報公表の促進、中小企業のため
の女性活躍推進支援、行動計画に基づき目標を達成
した事業主への助成金の支給等により、企業におけ
る女性の活躍推進を促進します。
加えて、女性の職業生活における活躍を推進する
取組をさらに加速し、また、その能力を十分に発揮
できる職場環境を整備するため、一般事業主行動計
画の策定・情報公表義務の対象事業主を常時雇用す
る労働者の数が101人以上の事業主に拡大すること
等を内容とする女性活躍推進法等の一部改正法が
2019年５月に成立し、同年６月に公布されました
（2020年６月１日施行、対象企業の拡大について
は2022年４月１日施行）。一般事業主行動計画の
策定支援、助成金の支給等による事業主への取組支
援を通じて、改正法の着実な施行を図っていきま

１．�仕事と子育ての両立支援に向けた環
境整備

Ⅳ　多様な働き方・生き方の選択
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す。（厚生労働省）

②企業のダイバーシティ経営の促進
各社の取組を加速化していくことを狙いとして、
東京証券取引所と共同で、「女性活躍推進」に優れ
た上場企業を、「中長期の企業価値向上」を重視す
る投資家にとって魅力ある銘柄（「なでしこ銘柄」）
として選定します。
また、女性を含め多様な人材の能力を生かして、
イノベーションの創出、生産性向上等の成果を上げ
ている企業を表彰する等、ダイバーシティ経営の普
及啓発を行います。（経済産業省）

③女性、若者／シニア起業家支援資金
多様な事業者による新規事業の成長を支援するた
め、女性、若者（35歳未満）又は高齢者（55歳以
上）のうち新規開業して概ね７年以内の者に対し
て、低利の融資を行っています。（経済産業省）

（中小企業事業）
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/
02_zyoseikigyouka_m_t.html

（国民生活事業）
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/
02_zyoseikigyouka_m.html

④中小企業を対象とした取組への支援
女性活躍推進法に基づく行動計画の策定及びそ
の実行は、中小企業の人材獲得に役立つばかりで
なく、仕事と生活の調和を可能にする職場環境の
改善や生産性の向上にもつながるなどの複合的な
メリットが期待できるとの考えから、常用雇用101
人以上の中小企業に向け、一般事業主行動計画の
策定・情報公表の義務化の周知とその支援を行っ
ていきます。
また、会議所にて作成の「中小企業のための女性
活躍推進ハンドブック」を用いて、取組を検討する
企業の後押しを進めています。
「若者・女性の活躍推進」ポータルサイトにおい
ては、若者・女性の就業・活躍推進等に向けた中
小企業の先進事例、国や商工会議所の取組、及び
女性活躍推進法に基づく行動計画策定企業の紹介
などの情報を引き続き発信していきます。（日本商
工会議所）

⑤働く女性のパワーアップを応援する取組
女性の能力を生かせる社会の実現に向けて、働く
女性のパワーアップを応援する運動を展開するた
め、「ワーキングウーマン・パワーアップ会議」を
2008年から立ち上げ、様々な活動を実施してきま
した。女性の活躍を、組織の生産性向上につなげて
いる先進事例の紹介などにより、普及推進を図って
いきます。（日本生産性本部）

（３）育児休業や短時間勤務、テレワークといった
多様な働き方の推進等

①育児・介護休業法の施行
育児・介護休業法については、企業において育

児・介護休業法の内容に沿った措置等の規定が適切
に整備され、制度として定着するよう、引き続き育
児・介護休業法の周知・徹底を図っていきます。
（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000130583.html

②両立支援等助成金を通じた事業主への支援
第１子出産前後の女性の継続就業率は53.1％と
なっており（2015年）、前回の2010年度調査の38
％から15.1ポイント上昇したものの、出産を機に
退職する女性の割合は依然として高くなっていま
す。こうした現状を踏まえ、働き続けることを希望
する労働者が育児休業後再び企業で活躍できるよ
う、育児休業の円滑な取得・職場復帰を支援する中
小企業事業主に対し助成金を支給するなど、両立支
援に取り組む事業主を支援します。（厚生労働省）

③雇用における男女平等と女性活躍の推進
連合「第４次男女平等参画推進計画（2013年10
月～2020年９月）」を着実に実行し、男女が対等・
平等で人権が尊重され、役割と責任を分かち合う男
女平等参画社会を構築します。

https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/gender/
data/4th_keikaku_gaiyo_pam201308.pdf

パワーハラスメント防止措置の法制化を踏まえ、
改めてあらゆるハラスメントの根絶にむけて、相談
窓口設置の徹底、研修の実施など、取組の強化を図
ります。
また、改正女性活躍推進法などを活用し、男女と
もに仕事と生活の調和の実現を図るとともに、性別
役割分担意識の払拭、ポジティブ・アクションの推
進など、女性が活躍することができる環境の整備を
行います。（日本労働組合総連合会）

④短時間正社員制度等の多様な働き方の導入支援
短時間正社員制度等の多様な働き方の導入を検討
している企業のためのコンサルティング、導入支援
セミナーの開催等により制度の導入・定着の促進を
図ります。（厚生労働省）

⑤テレワークの普及・促進
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省の
副大臣及び内閣官房、内閣府によるテレワーク関係
府省連絡会議を開催し（取りまとめ：総務省）、関
係府省で連携の上、テレワークの普及・促進に取り
組んでいきます。
また、テレワークを2020年東京オリンピック・
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パラリンピック競技大会のレガシーとするべく、
2020年東京オリンピック競技大会の開会式に当た
る７月24日を中心とした期間を「テレワーク・デ
イズ」、11月を「テレワーク月間」と定め、2020年
以降も関係府省や経済団体、企業等と連携し、普及
を促進していきます。
働き方改革実行計画を踏まえ、改定されたテレワ
ークに関するガイドラインを周知・普及するととも
に、テレワーク導入に取り組む企業への支援を行い
ます。（総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交
通省）

⑥「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」
「『転勤に関する雇用管理のポイント（仮称）』策
定に向けた研究会」の議論を踏まえ、2017年３月
に「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」を策定
し、企業等に向けて周知を図っています。（厚生労
働省）

⑦女性の就業継続・再就業の支援
出産や育児、介護を理由に退職する女性が、復職
してキャリアを続けられるように、出産・育児や介
護と仕事を両立させるための環境整備を進めるとと
もに、地域の実情に合わせた支援を実施し、女性の
就業継続・再就業を積極的に支える仕組みづくりに
努めます。（全国知事会）

（４）子育て社会基盤の整備

①子ども・子育てを社会全体で支える仕組み
子ども・子育てを社会全体で支える仕組みを作っ
ていくため、2015年４月に施行された子ども・子
育て支援新制度の内容と意義について、引き続き組
織内に周知を図っていきます。
内閣府「子ども・子育て会議」に参画し、新制度
の進捗状況の点検を行うとともに、地方連合会から
地方版子ども・子育て会議に参画し、働く者の立場
から全ての子どもに対するより良い保育・幼児教育
環境の確保に向けた意見反映を引き続き行います。
（日本労働組合総連合会）

②待機児童の解消
2017年６月には、25歳から44歳までの女性の就
業率が８割まで上昇すると想定して「子育て安心プ
ラン」を策定しましたが、今般、これを前倒しし、
2020年度末までに約32万人分の保育の受け皿を確
保し、安心して子育てと仕事を両立できる社会の実
現を目指して更なる取組を進めていきます。また、
保育の受け皿整備のためには、それを支える保育人
材の確保が不可欠であり、処遇改善をはじめ、保育
士資格の取得促進、就業継続のための環境づくり、
離職者の再就職の促進といった観点から、総合的な
支援に力を尽くし、必要な人材を確保していきま
す。（厚生労働省）
また、幼稚園においても、関係事業の要件の柔軟
化や補助の増額により、地域の状況に応じた待機児

童の積極的な受入れを促進してきましたが、2018
年度からは、これに加え、「子育て安心プラン」に
基づき、保育を必要とする２歳児を中心とした受入
れをより一層推進しています。（文部科学省）

③子ども・子育て支援新制度
2015年４月に施行した「子ども・子育て支援新
制度」については、市町村が、客観的な基準に基づ
き「保育の必要性」を認定する仕組みとするほか、
主にパートタイムの就労を想定した短時間利用の区
分を新たに設けるなど、これまで以上に多様な就労
形態に対応できる制度としています。また、認定こ
ども園制度について、二重行政を解消し、財政支援
を充実させるなどの改善を行うとともに、後述の子
育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・セ
ンター事業）をはじめ、家庭的保育（保育ママ）な
どの多様な保育や、地域子育て支援拠点、放課後児
童クラブなどの充実を行うことにしており、質の高
い幼児期の学校教育、保育、地域の子ども・子育て
支援の質・量の充実を行っています。引き続き、企
業主導型保育事業の活用等も図りつつ、多様な保育
の受け皿を拡充し、待機児童の解消を目指すととも
に、各地方公共団体における状況等も踏まえて子育
て安心プランに基づき、取組を推進していきます。
また、子ども・子育て支援の更なる「質の向上」を
図るため、消費税分以外も含め、適切に財源を確保
していきます。
2016年度までも、保育士（※）の処遇について
は、国家公務員の給与改定に準じた改善や消費税財
源を活用した３％相当の改善に取り組んできたとこ
ろですが、2017年度から更に２％相当の処遇改善
を行うとともに、キャリアアップの仕組みを構築す
るため、保育士等としての技能・経験を積んだ職員
に対する、月額最大４万円の処遇改善を実施してい
ます。2019年４月からは、新たに１％（月3,000円
相当）の処遇改善を行っており、引き続き、その着
実な実施に取り組みます。
※�子ども・子育て支援新制度の下での幼稚園及び認
定こども園等の職員に係るものを含む。

（内閣府、文部科学省、厚生労働省）

④「新・放課後子ども総合プラン」の推進
共働き家庭等の「小１の壁」、「待機児童」を解消
するとともに、全ての児童が放課後を安全・安心に
過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよ
う、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課
後子供教室の両事業の計画的な整備等を推進しま
す。（文部科学省、厚生労働省）

⑤子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポー
ト・センター事業）
乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働
者や主婦等を会員として、児童の預かり等の援助を
受けることを希望する方と、当該援助を行うことを
希望する方との相互援助活動を推進します。（厚生
労働省）
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（５）男性の子育てへの関わり等の促進

①育児・介護休業法の施行
父親も子育てができる働き方の実現を目指し、育
児・介護休業法では、父母が共に育児休業を取得す
る場合、１歳２か月（原則１歳）までの間に、１年
間育児休業を取得可能とする制度（パパ・ママ育休
プラス）及び父親等が配偶者の出産後８週間以内に
育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可
能とする制度（パパ休暇）があります。また、事業
主が対象となる方に個別に育児休業制度等を周知す
るとともに、育児目的休暇制度を設ける努力義務が
規定されています。企業において育児・介護休業法
の内容に沿った措置等の規定が適切に整備され、制
度として定着するよう、引き続き周知・徹底を図っ
ていきます。（厚生労働省）

②男性の仕事と育児の両立支援
育児を積極的に行う男性（イクメン）を応援する

「イクメンプロジェクト」により、企業や個人に対
し仕事と育児の両立に関する情報や好事例等を提供
し、男性の仕事と育児の両立の推進を図るととも
に、働く男性が、育児をより積極的に楽しみ、育児
休業を取得しやすい社会となるよう、社会的気運の
醸成を図ります。（厚生労働省）

男性の育児参画を単なる「休暇」ではなく「父親
の大事な仕事」と位置付け、男性の育児休業取得率
の向上に努めます。また、育児休業等による収入減
や職場環境が男性の育休取得を阻害しているため、
都道府県では育児・介護休業中の生活資金貸付や代
替要員確保等の支援を、継続して行っていきます。
（全国知事会）

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
を図るため、男女ともに労働時間などの働き方を見
直すとともに、次世代育成支援対策推進法や女性活
躍推進法などを活用し、男性の育児休業取得促進を
含めた環境整備に取り組みます。（日本労働組合総
連合会）

③国家公務員の仕事と育児が両立しやすい環境整備
国家公務員においても、各府省等は、「採用昇任
等基本方針」及び「国家公務員の女性活躍とワー
ク・ライフ・バランス推進のための取組指針」等に
沿って、両立支援制度を利用しやすい環境の整備
や、育児休業中及び復帰後の職員への支援等を行
い、子育てをしながら活躍できる職場に向けた取組
を行います。その際、男性職員が育児に関わりやす
い環境を整備する観点から、育児休業を取得した男
性職員等の体験談や有識者のアドバイス、制度解説
等を掲載したハンドブック「イクメンパスポート」
や啓発用ポスター等を作成・配布し、制度の周知や
管理職の意識改革に取り組みます。さらに、男性職

員の家庭生活への参画促進は、男性職員自身の仕事
と家庭生活の両立のみならず、女性職員の活躍促進
のためにも不可欠であり、男性職員の育児参画を促
進するため、政府全体として一段の施策を進めてい
きます。（内閣官房内閣人事局）

また、男性職員の育児休業の取得を促進するなど
仕事と育児を両立しやすい環境整備を図るため、育
児休業や育児短時間勤務、育児時間、早出遅出勤務
等の両立支援制度の周知・徹底や利用モデルの提示
等を行うとともに、職員のキャリア形成支援に関す
る運用上の留意点などについても周知を図ります。
さらに、育児休業等の制度等の利用に関する言動に
より勤務環境が害されることのないよう各府省が取
り組むべき事項について、助言・指導等の必要な支
援を行います。（人事院）

④男女が協力して家庭を築いていくことに関する教育
学校教育においては、1989年の学習指導要領改訂

により、中学校の技術・家庭科、高等学校の家庭科
を男女が共に履修することとなり、全ての児童生徒
に対し、発達の段階を踏まえ、家庭・家族の役割へ
の理解など男女が協力して家庭を築いていくことに
関する教育が行われるようになりました。また、
2017年に改訂した小・中学校学習指導要領におい
ては、例えば、小学校家庭科では、家族や地域の
人々との関わりについて学習する中で、乳児又は低
学年の児童など異なる世代の人々との関わりについ
ても扱うことや、中学校技術・家庭科では、家族・
家庭の基本的な機能について理解することなどにつ
いて、教育内容の充実が図られたところです。（文
部科学省）

⑤広報・啓発活動
男性の意識を啓発し行動を促すには、男性・女性

問わず、国民全てに男女共同参画の意識を深く根付
かせることが重要であるため、男女共同参画の理念
等についての分かりやすい広報・啓発活動を引き続
き積極的に展開していきます。具体的には、男女共
同参画に関する国・地方公共団体等の施策を紹介す
る総合情報誌「共同参画」やホームページ、メール
マガジン、フェイスブック等を活用して情報を発信
していきます。また、毎年６月23日～ 29日の男女
共同参画週間に合わせ、キャッチフレーズの作成
等、男女共同参画社会の実現に向けた各種広報啓発
活動を実施していきます。（内閣府）

男女平等推進の機運を高めるため、６月を「男女
平等月間」として位置付け、組織内外に向けた男女
平等参画の取組を推進しています。また、女性リー
ダーや若手男性リーダー向けの学習会や集会を開催
し、課題の共有と主体的行動の促進を図っていま
す。（日本労働組合総連合会）
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＜課題＞
年間約10万人の労働者が家族の介護や看護を

理由として離職しており、大きな経済損失となっ
ています。今後、高齢化が一層進展することが見
込まれる中で、仕事と介護の両立は重要な課題で
す。このため、フルタイムで働いていても親等の
介護を担えるよう、介護休業等の多様で柔軟な働
き方を可能にしていくための環境整備を進めると
ともに、社会全体で高齢者介護を支える仕組みが
必要です。加えて、働きながら介護に従事する人
が、介護休業等の働き方に関する制度のみなら
ず、介護保険制度等地域における高齢者介護を支
える仕組みについての知識・情報を得られるよう
国、地方公共団体等が引き続き取り組んでいくこ
とも重要です。
また、職場環境の複雑化や労働者の高齢化など

に伴い、労働者の健康管理や、疾病をもつ労働者
の治療と仕事の両立のための支援、治療等を受け
ながら就職を希望する方の支援が課題となってい
ます。
このため、長期にわたる治療等を受けながら就

職を希望する方の就労について、引き続き支援す
ることが重要です。
病気休暇をはじめ、特に配慮を必要とする労働

者に対する休暇制度についても、引き続き普及を
図ることが求められています。

＜取組＞
（１）介護休業制度等の周知徹底
介護休業は、育児休業とは異なり、労働者自身が
直接介護するための利用に加え、介護サービスの利
用など仕事と介護の両立ができる環境を整えるため
に利用することが想定されており、育児・介護休業
法では、対象家族１人につき通算して93日まで、
３回を上限として分割して取得することができるこ
ととなっています。このほか、労働者の仕事と介護
の両立を支えるため、事業主は年５日間（対象家族
が２名以上の場合は10日間）、１日又は半日単位で
取得ができる介護休暇制度や、介護のための所定外
労働の制限等に加え、①短時間勤務制度、②フレッ
クスタイム制、③始業・終業時刻の繰上げ、繰下
げ、④介護費用の助成措置のいずれかについて、３
年以上の期間中２回以上取得できる措置を講じるこ
ととされています。引き続き、これらの制度につい
て周知・徹底を図っていきます。（厚生労働省）

（２）介護支援プランの普及
企業向けの「介護離職を予防するための両立支援
対応モデル」の動画等による普及を図り、労働者が
介護を理由に離職することなく働き続けられる職場
環境の整備を行うとともに、個々の労働者のニーズ

を踏まえた両立支援に活用できる「介護支援プラ
ン」の普及を図ることにより、企業における仕事と
介護の両立支援の取組を促進します。また、「介護
支援プラン」を策定・導入し、プランに沿って労働
者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組んだ
場合や介護の両立支援制度を導入し、利用した労働
者が生じた中小企業事業主に対して両立支援等助成
金を支給することにより、仕事と介護の両立支援に
取り組む事業主を支援しています。（厚生労働省）

（３）地域包括ケアシステムの推進
社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして、介
護保険制度を推進しています。
また、重度な要介護状態になっても、住み慣れた
地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ
とができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活
支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステ
ム」の構築の実現に向けた取組を着実に進めていき
ます。あわせて、誰もが介護について相談しやすい
よう、引き続き、市町村の介護保険担当窓口や地域
包括支援センターについての周知を図っていきま
す。（厚生労働省）

（４）長期療養者就職支援事業
（再掲）p.158参照

（５）疾病を抱える労働者に対する就労継続支援
疾病を抱える労働者の治療と仕事の両立支援の普
及はまだ十分とは言えないため、引き続き2016年
２月策定（2019年３月改訂）の「事業場における
治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の周
知啓発や、トライアングル型サポート体制の構築の
ための両立支援コーディネーターの養成等を行い、
企業の意識改革及び支援体制の整備を推進していき
ます。（厚生労働省）

（６）�特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制
度の普及事業

病気休暇、裁判員休暇、ボランティア休暇、ドナ
ー休暇、リフレッシュ休暇、犯罪被害者等に対する
休暇など、特に配慮を必要とする労働者に対する休
暇制度について、周知用ポスター・リーフレット、
休暇導入事例集の作成等により、その一層の普及促
進を図ります。（厚生労働省）

＜課題＞
自己啓発は、仕事が忙しく余裕がない、費用が
かかる、どのようなコースが自分の目指すキャリ
アに適切なのか分からない、家事・育児が忙しく
て自己啓発の余裕がないといった問題が活動の妨

２．�仕事と介護等の両立支援

３．�地域活動への参加や自己啓発の促進
等
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げとなっている状況が見られますが、地域活動へ
の参加や自己啓発は個人の生活を豊かにするとと
もに、職業生活だけではなく自らの能力発揮の可
能性を高めるものです。また、そうした活動を行
いたいという意欲は、メリハリのある働き方の原
動力でもあります。一人ひとりが、多様で豊かな
生き方を実現するための足がかりとして、地域活
動への参加や自己啓発を促進することが必要です。
また、高齢期においても、それぞれの意欲や能
力に応じて就労や地域活動などへの参加ができる
よう、多様な働き方・生き方の選択を支援してい
くことが求められています。

＜取組＞
（１）自己啓発の促進

①キャリアコンサルティングの普及促進
個人が、その適性、職業経験等に応じ職業生活設

計を行い、これに即した職業選択や能力開発を効果
的に行うことができるよう、キャリアコンサルタン
トの計画的養成や活用促進を行っていくこととして
います。また、「セルフキャリアドック」の普及拡大
や、グッドキャリア企業の魅力発信などを引き続き
行うことを通じて、企業におけるキャリアコンサル
ティングの実施を推進していきます。（厚生労働省）

②人材開発支援助成金
事業主が、雇用する労働者の自発的な申出によ
り、教育訓練、各種検定又はキャリアコンサルティ
ング等を受けるために必要な教育訓練休暇を付与す
る制度を導入し、適用した場合に一定の助成を実施
するほか、長期の教育訓練休暇を付与する制度を導
入し、一定期間以上の休暇取得実績が生じた場合に
助成を実施します。（厚生労働省）

③特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度の
普及事業
（再掲）p.164参照

（２）いくつになっても働ける社会の実現

①企業における高年齢者の就労促進
65歳以上への定年引上げ等を行う事業主への支
援に取り組んでいくほか、主要なハローワークに設
置する高年齢者専用の窓口（生涯現役支援窓口）を
拡充し、本人の状況に応じた職業相談や職業紹介、

個別求人開拓を実施するなど、再就職支援を強化し
ていきます。（厚生労働省）

高年齢者雇用安定法が定める高年齢者雇用確保措
置を職場で着実に実施し、希望する者全てが65歳
まで継続して働くことができ、労働者保護の観点を
前提としつつ、高齢者の多様なニーズに対応できる
職場環境の整備に取り組んでいきます。（日本労働
組合総連合会）

②高年齢者が地域で働ける場や社会を支える活動が
できる場の拡大
地方公共団体が中心となって構成される「協議
会」等からの提案に基づき、地域における高年齢者
の就労促進に資する事業の充実を図ります。
また、シルバー人材センターにおいて、定年退職
後などの高年齢者の多様な就業ニーズに応じた就業
機会を確保し、多様な働き方を促進していきます。
（厚生労働省）

（３）地域における学びと活動の循環

①地域と学校の連携・協働の推進
地域と学校が連携・協働し、社会全体で子どもた
ちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活
動」や、地域と一体となって特色ある学校づくりを
進めていくため「学校運営協議会制度（コミュニテ
ィ・スクール）」の導入を推進しています。こうし
た地域と学校の連携・協働の取組を通じて、高齢者
や成人等の幅広い地域住民が参画し、地域と学校の
連絡調整を行ったり、経験や技能を生かして多様な
教育・体験プログラムを提供したり、子どもたちの
居場所づくりを行うなどの取組を支援していきま
す。（文部科学省）

http://manabi-mirai.mext.go.jp/

②社会教育施設における学習環境の充実
（再掲）p.157参照

③学びを通じた社会参画の推進
地域の多様な主体の連携・協働により、高齢者や
外国人等、社会的に孤立しがちな人々の学びを通じ
た地域社会への参画を社会教育によって促進するた
め、実証研究を実施します。（文部科学省）
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